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「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について（通知） 

 

 上記について、別添（写）のとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありま

した。 今般の基本的対処方針の変更は、新型コロナウイルス感染症対策分科会において取りまとめら

れた提言を踏まえたものとなります。 

ついては、提言に係る留意事項及び、県教育委員会が実施した教室における二酸化炭素濃度のモニ

タリング結果を参考に、引き続き、必要な感染症対策に取り組むようお願いします。 

  

記 

 

１ 検査の活用について 

 ○学校内で感染者が複数確認された場合の関係する教職員や児童生徒等に対する検査等、これまで

の使用場面に加え、地域の感染状況に応じて、部活動の大会前や修学旅行前等において、必要と

判断した場合には積極的に抗原検査キットを活用すること。（令和3年9月15日付け教委体第1673

号通知参照） 

  

２ 換気について 

 ○「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や「学校環境衛生基準」

に加え、以下に示す内容も参考に取り組むこと。 

 

【換気提言〔感染拡大防止のための効果的な換気について（令和４年７月１４日 新型コロナウ

イルス感染症対策分科会）〕に示されている内容】   

・学校（幼稚園を含む）については、常時換気に努めるなど「衛生管理マニュアル」を踏まえ

た適切な換気等の基本的な感染対策を徹底し、できる限り１,０００ppm相当の換気等に取り

組むことが望ましい。（P5）（学校環境衛生基準における基準値は１,５００ppm） 

  ・必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器（CO２センサー） 

の活用が効果的。（P4） 

・必要な換気量を確保できない場合、換気扇、扇風機、サーキュレーターのほか、HEPAフィル

タ付きの空気清浄機の使用も考えられる。（P4） 

・教室の換気に加え、更衣室、中廊下、移動用の車両、学生寮など一時に多数の生徒が集まる 

場所において、二酸化炭素濃度測定器等により密集時の二酸化炭素濃度を測定し、換気の改 

善を実施。また、必要に応じて、同時に利用する人数を制限。（P7） 

  ・パーティションを配置する場合は、空気の流れを阻害しないこと。（P3） 

 



  【教室における二酸化炭素濃度のモニタリング】 

   県立学校を対象に、教室等の二酸化炭素濃度のモニタリングを実施した。その概要と結果は

以下のとおり。 

 

■概 要 

    対 象  ３校（高等学校、中学校、特別支援学校） 

    期 間  令和４年 7月１１日（月）～１５日（金） ５日間   

    場 所  ２教室（学年及び階数が異なる教室）及び体育館 

    内 容  ８：３０から１６：００まで９０分ごとに測定（１日６回） 

 調査項目  CO２濃度、室温、湿度、天気、エアコン等使用状況、窓の開放状況、 

児童生徒の有無 

    

■調査結果から 

 ・教室内の二酸化炭素濃度は、１４２回の測定のうち、基準値である１,５００ppm を超えた

のは１回のみであり、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」に示されている換気（可能な限り常時換気、廊下側と窓側を対角に開ける、窓を開け

る幅は１０～２０ｃｍ等）の実施により、効果的な換気が確認された。 

   ・教室内の人数が多いほど、二酸化炭素濃度が高いことが確認された。 

  ・教科等において、会話や発声を伴う活動により、二酸化炭素濃度が高くなる場合もあったこ 

とから、二酸化炭素濃度測定器（CO２センサー）を活用し、必要換気量を満たしているかを

確認するとともに、適宜換気を行うなどの取組みが必要。 
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